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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータデバイス上で実行されているソフトウェアアプリケーション（以下、「ア
プリケーション」）の予期しないシャットダウン後にアプリケーションの状態を再構築す
る方法であって、
　前記アプリケーションの計画的シャットダウンが発生するかどうかを前記コンピュータ
デバイスが判定するステップと、
　前記判定するステップで、計画的シャットダウンが発生すると判定した場合に、前記コ
ンピュータデバイスが、アプリケーション設定値データのカレント状態をセーブするステ
ップであって、前記アプリケーション設定値のカレント状態は、前記コンピュータデバイ
スのディスプレイスクリーンに表示された前記アプリケーションのユーザインタフェース
コンポーネントの形状、サイズ、位置および向きを含む、ステップと、
　前記判定するステップで、計画的シャットダウンが発生しないと判断された場合に、前
記コンピュータデバイスが、前記アプリケーションのオペレーション中に周期的な頻度で
アプリケーション設定値データを記憶媒体に格納するステップであって、前記アプリケー
ション設定値データは、前記コンピュータデバイス上で実行されているアプリケーション
の設定値状態を表し、前記アプリケーション設定値状態は、前記コンピュータデバイスの
ディスプレイスクリーンに表示された前記アプリケーションのユーザインタフェースコン
ポーネントの位置と、前記表示されたユーザインタフェースコンポーネントのサイズとを
表すデータを含む、ステップと、
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　前記アプリケーションに予期しないシャットダウンが発生するかどうかを前記コンピュ
ータデバイスが判定するステップであって、前記予期しないシャットダウンは、前記アプ
リケーションのユーザが当該アプリケーションのシャットダウンを予期しなかった状況で
発生するアプリケーションのシャットダウンである、ステップと、
　前記アプリケーションに予期しないシャットダウンが発生するという判定に応答して、
前記コンピュータデバイスが、前記アプリケーションのシャットダウン後に自動的にアプ
リケーションをリスタートするステップと、
　前記アプリケーションに予期しないシャットダウンが発生するという判定に応答してリ
スタートした後に、前記コンピュータデバイスが、前記アプリケーション設定値データを
前記記憶媒体から読み出すステップと、
　前記アプリケーションに予期しないシャットダウンが発生するという判定に応答してリ
スタートした後に、前記設定値データに基づいて前記表示された如何なるユーザインタフ
ェースコンポーネントをも展開するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記アプリケーションの計画的シャットダウンを実行するステップは、システムアドミ
ニストレータがリスタートマネージャモジュールを使用して前記アプリケーションをシャ
ットダウンするときに、計画的シャットダウンを実行することを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
前記コンピュータデバイスが、１又は複数のユーザデータのセットを格納するステップを
さらに含み、前記リスタートの前に前記アプリケーションを通して展開されている全ての
ユーザデータを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザデータのセットを格納するステップは、前記アプリケーションのオペレーシ
ョン中に周期的な頻度で前記ユーザデータのセットを格納することを特徴とする請求項３
に記載の方法。
【請求項５】
　前記アプリケーションをリスタートした後に、前記コンピュータデバイスが、前記アプ
リケーションを通して、前記ユーザデータのセットを展開するステップをさらに含むこと
を特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記ユーザデータのセットを展開するステップの前に、前記コンピュータデバイスが、
前記ユーザデータのセットを読み出すステップをさらに含むことを特徴とする請求項５に
記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザデータのセットを格納するステップは、電子カレンダデータを電子カレンダ
データストレージサイトに格納することを含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　コンピュータによって実行されたとき、当該コンピュータに、ソフトウェアアプリケー
ション（以下、「アプリケーション」）のシャットダウン後のアプリケーションの状態を
再構築する方法を実行させるコンピュータ実行可能な命令を備えたコンピュータ読み取り
可能な記憶媒体であって、前記方法は、
　前記コンピュータが、前記アプリケーションの計画的シャットダウンが発生するかどう
かを前記コンピュータが判定するステップと、
　前記判定するステップで、計画的シャットダウンが発生すると判定した場合に、前記コ
ンピュータが、アプリケーション設定値データのカレント状態をセーブするステップであ
って、前記アプリケーション設定値のカレント状態は、前記コンピュータのディスプレイ
スクリーンに表示された前記アプリケーションのユーザインタフェースコンポーネントの
形状、サイズ、位置および向きを含む、ステップと、
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　前記判定するステップで、計画的シャットダウンが発生しないと判断された場合に、前
記コンピュータが、前記アプリケーションのオペレーション中に周期的な頻度でアプリケ
ーション設定値データを記憶媒体に格納するステップであって、前記アプリケーション設
定値データはアプリケーションの設定値状態を表し、前記アプリケーション設定値状態は
、前記コンピュータのディスプレイスクリーンに表示された前記アプリケーションのユー
ザインタフェースコンポーネントの位置と、前記表示されたユーザインタフェースコンポ
ーネントのサイズとを表すデータを含む、ステップと、
　前記コンピュータが、１または複数のユーザデータのセットを記憶媒体に格納するステ
ップであって、前記ユーザデータのセットは前記アプリケーションを通して表示される全
てのユーザデータを含む、ステップと、
　前記コンピュータが、前記アプリケーションに予期しないシャットダウンが発生するか
どうかを判定するステップであって、前記予期しないシャットダウンは、前記アプリケー
ションのユーザが当該アプリケーションのシャットダウンを予期しなかった状況で発生す
るアプリケーションのシャットダウンである、ステップと、
　前記アプリケーションに予期しないシャットダウンが発生するという判定に応答して、
前記コンピュータデバイスが、前記アプリケーションを前記コンピュータデバイス上にお
いてリスタートするステップと、
　前記アプリケーションに予期しないシャットダウンが発生するという判定に応答してリ
スタートした後に、前記コンピュータが、前記アプリケーション設定値データを前記記憶
媒体から読み出すステップと、
　前記アプリケーションに予期しないシャットダウンが発生するという判定に応答してリ
スタートした後に、前記コンピュータデバイスが、前記ユーザデータのセットを前記記憶
媒体から読み出すステップと、
　前記アプリケーションに予期しないシャットダウンが発生したという判定に応答してリ
スタートした後に、前記コンピュータデバイスが、前記リスタートされたアプリケーショ
ンを通して、前記ユーザデータのセットに含まれるユーザデータを表示するステップと
　を含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項９】
　前記アプリケーション設定値データを格納するステップは、表示された全てのアプリケ
ーションユーザインタフェースコンポーネントを表すデータを表すデータを格納すること
を含み、該データは、表示された全てのアプリケーションユーザインタフェースコンポー
ネントの位置、サイズおよび表示された全てのサブコンポーネントを表すデータを含み、
　前記表示するステップは、前記アプリケーションをリスタートした後、前記表示された
全てのユーザインタフェースコンポーネントを展開することさらにを含む
　ことを特徴とする請求項８に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１０】
　前記ユーザデータのセットを格納するステップは、電子カレンダデータを電子カレンダ
データストレージサイトに格納することを含むことを特徴とする請求項９に記載のコンピ
ュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１１】
　コンピュータによって実行されたとき、当該コンピュータに、ソフトウェアアプリケー
ション（以下、「アプリケーション」）のシャットダウン後のアプリケーションの状態を
再構築する方法を実行させるコンピュータ実行可能な命令を備えたコンピュータ読み取り
可能な記憶媒体であって、前記方法は、
　前記アプリケーションの計画的シャットダウンが発生するかどうかを前記コンピュータ
が判定するステップと、
　前記判定するステップで、計画的シャットダウンが発生すると判定した場合に、前記コ
ンピュータが、アプリケーション設定値データのカレント状態を電子カレンダデータスト
レージサイトに格納するステップであって、前記アプリケーション設定値データのカレン
ト状態は、前記コンピュータ上で実行されている電子カレンダアプリケーションのアプリ
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ケーション設定値状態を表し、前記アプリケーション設定値データは、
　　前記電子カレンダアプリケーションの、表示された第１のユーザインタフェースコン
ポーネントの位置と、
　　前記表示された第１のユーザインタフェースコンポーネントのサイズと、
　を表すデータを含む、ステップと、
　前記コンピュータが、ユーザデータを電子カレンダデータストレージサイトに格納する
ステップであって、前記ユーザデータは、前記表示された第１のユーザインタフェースコ
ンポーネントの中で前記電子カレンダアプリケーションを通して展開されるデータである
、ステップと、
　前記アプリケーション設定値データおよび展開されたユーザデータを格納した後に、前
記コンピュータが、前記電子カレンダアプリケーションの計画的シャットダウンを実行す
るステップであって、前記計画的シャットダウンはシステムアドミニストレータによって
スケジューリングされる、ステップと、
　前記電子カレンダアプリケーションがシャットダウンされた後に、前記コンピュータが
、前記アプリケーション設定値データを前記電子カレンダデータストレージサイトから読
み出すステップと、
　前記コンピュータが、前記ユーザデータを前記電子カレンダデータストレージサイトか
ら読み出すステップと、
　前記コンピュータが、前記電子カレンダアプリケーションを通して、前記ユーザデータ
を、前記第１のユーザインタフェースコンポーネントの位置の第２のユーザインタフェー
スコンポーネントにおいて表示するステップであって、前記第２のユーザインタフェース
コンポーネントのサイズは、前記第１のユーザインタフェースコンポーネントのサイズで
ある、ステップと
　を含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１２】
　前記判定するステップで、計画的シャットダウンが発生しないと判定した場合に、１ま
たは複数のユーザデータのセットを前記電子カレンダアプリケーションのオペレーション
中に周期的な頻度で前記電子カレンダデータストレージサイトに格納することを含むこと
を特徴とする請求項１１に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　予期しないアプリケーションシャットダウンとその後のリスタート期間にアプリケーシ
ョン状態とユーザデータをキャプチャし、再構築する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータおよびソフトウェアのユーザは、いくつかの異なるソフトウェアアプリケ
ーションを使用して種々のタスクを実行することに慣れるようになっている。レター、メ
モランダムおよびその他のドキュメントは、ワードプロセシングアプリケーションを使用
して準備されている。プレゼンテーションおよびドローイングは、スライドプレゼンテー
ションアプリケーションを使用して準備されている。財務報告およびその他のデータ操作
は、表計算アプリケーションを使用して準備され、実行されている。電子メール、カレン
ダ情報、タスクおよびノートは、電子メールおよびカレンダアプリケーションを使用して
入力され、やりとりされ、維持され、他の種々のタスクは他のアプリケーションと共に実
行されている。
【０００３】
　任意のどの時点においても典型的なソフトウェアユーザは、複数のアプリケーションお
よび複数のドキュメントを使用中の状態にしており、各々のアプリケーションユーザイン
タフェースおよび各々の起動ドキュメントが、ユーザのコンピュータディスプレイスクリ
ーン上の１つまたは２つ以上のディスプレイフレームに表示されている。このようなケー



(5) JP 5140001 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

スでは、展開されたアプリケーションおよび関連ドキュメントは、任意のどの時点におい
ても、ある与えられた状態に置かれている。例えば、展開（deploy）されたワードプロセ
シングアプリケーションは、メモランダムのページ４を表示しているかもしれない。これ
と同時に、ユーザの電子メールアプリケーションは、ユーザの連絡先情報を表示するよう
に展開されているかもしれない。表計算ドキュメントが展開されていることもあり、その
ユーザがワードプロセシングアプリケーションによって現在表示されているメモランダム
を準備している間、ユーザがレビューしているデータを示すように、５枚目のシートのデ
ータが表示されているかもしれない。
【０００４】
　残念ながら、コンピュータおよびソフトウェアアプリケーションは、さまざまな理由で
予想外にシャットダウンされることがよくある。電源異常が発生すると、コンピュータお
よび現在使用中のアプリケーションがあれば、そのアプリケーションがシャットダウンさ
れることがある。オペレーティングシステムまたはソフトウェアアプリケーションが「ク
ラッシュ」することがあり、その場合には、処理中のデータのある側面、またはオペレー
ティングシステムまたはアプリケーションにおける処理順序付け（processing sequencin
g）のある側面が問題になり、オペレーティングシステムまたはアプリケーションがシャ
ットダウンされることになる。他方、コンピュータまたはソフトウェアアプリケーション
のシャットダウンが意図的であるが、その場合でも、ユーザには予想外であることがある
。例えば、ユーザが自分のコンピュータから離れている間に、同じ組織内のコンピュータ
システムアドミニストレータがそのユーザが現在使用中の１つまたは２つ以上のアプリケ
ーションにソフトウェアパッチ（更新または他のソフトウェア修正）をロードし、これに
続いて、そのパッチを問題のアプリケーションと正しく統合するためにそのユーザのコン
ピュータをリスタートすることがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような意図的または意図外のシャットダウンが起こって、リスタートを行なうと、
シャットダウン時にユーザが入力または編集していたデータが消失することがよくある。
さらに、このようなシャットダウンが起こってリスタートを行なうと、シャットダウンと
その後のリスタート時に使用中であった種々のアプリケーションのカレントアプリケーシ
ョン状態が失われることがよくある。すなわち、展開されたアプリケーションの数、種々
アプリケーションディスプレイフレームが置かれているディスプレイスクリーン上のロケ
ーション、特定ドキュメントまたは他のデータの展開、展開されたドキュメント内の編集
中のロケーション、およびその他のアプリケーション設定値状態が失われることになる。
シャットダウンとその後のリスタートのあと、ユーザは各アプリケーションおよび関連ド
キュメントまたは他のデータを再展開し、展開されたアプリケーションごとにアプリケー
ションのディスプレイフレームの位置とサイズを変更し、使用中の各ドキュメントまたは
他のデータを、シャットダウン以前にそのドキュメントまたはデータが編集中であったド
キュメントまたはデータ内の位置に再展開しなければならない。
【０００６】
　本発明は上記およびその他の考慮事項に関連してなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この簡単な説明は、以下の詳細説明の個所で詳しく説明されている概念のいくつかを選
んで簡単に紹介したものである。この簡単な説明は請求項に記載の主題の重要な特徴また
は基本的特徴を特定するものではなく、請求項に記載の主題の範囲を判断する際の一助と
なるものでもない。
【０００８】
　本発明の実施形態は、アプリケーションのシャットダウンとその後のリスタート期間に
アプリケーション設定値状態（application settings states）をキャプチャ（capture）
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し、再構築（restore）することによって上記問題およびその他の問題を解決している。
シャットダウン以前に展開されていたユーザデータもキャプチャされて、その後のアプリ
ケーションリスタート後に再展開されることがある。本発明の一実施形態によれば、使用
中アプリケーション（in-use application）は、そのカレント状態を表すデータを定期的
にセーブする。例えば、展開されたアプリケーションユーザインタフェースコンポーネン
トおよびディスプレイフレームのサイズとロケーションを表すデータ、スクロールバーお
よび他の表示されたアプリケーションコンポーネントのロケーション、および現在表示さ
れているドキュメントを表すデータと現在表示されているドキュメントの表示位置と編集
位置は、定期的にメモリに格納される。
【０００９】
　アプリケーション状態データが格納されるほかに、ユーザデータ、例えば、使用中ドキ
ュメントまたはデータの中で現在入力中または編集中のデータが定期的に格納される。一
実施形態によれば、ドラフトデータストレージメカニズム（draft data storage mechani
sm）は、電子カレンダプリケーションのセッション期間に入力中または編集中のドラフト
カレンダデータなどのデータを格納するために用意されたものである。
【００１０】
　アプリケーション状態データとユーザデータは共に、定期的インターバルで、例えば、
１０分ごとに自動的に格納されることもあれば、アプリケーション状態データとユーザデ
ータは、差し迫ったアプリケーションシャットダウンが検出されたとき自動的に格納され
ることもある。本発明の一実施形態によれば、計画的アプリケーションシャットダウン（
planned application shutdown）がスケジュールされているときは、リスタートマネージ
ャモジュール（restart manager module）は、使用中のアプリケーションがあれば、アプ
リケーション状態データとユーザデータ（もしあれば）を自動的にセーブするようにその
アプリケーションに通知する。
【００１１】
　あるアプリケーションが意図的または意図外のシャットダウンのあとリスタートされた
ときは、そのアプリケーションは、シャットダウン以前にそのアプリケーションに対して
格納されていたアプリケーション状態に再展開される。さらに、アプリケーションシャッ
トダウン時に使用中であったドキュメントまたは他のデータがあれば、そのドキュメント
または他のデータは、アプリケーションシャットダウン以前に最後に格納されたドキュメ
ントまたは他のデータの状態に従って自動的に再展開され、表示される。
【００１２】
　上記およびその他の特徴と利点は、以下の詳細説明を読み、関連図面をレビューするこ
とにより明らかになる。以上から理解されるように、上述した概要説明と以下の詳細説明
はどちらも、単に例示目的に説明したものであり、請求項に記載の本発明を限定するもの
ではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以上簡単に説明したように、本発明の実施形態は、予期しないアプリケーションシャッ
トダウンとその後のリスタート期間にアプリケーション状態とユーザデータをキャプチャ
し、再構築することを目的としている。使用中アプリケーション設定値状態を表すデータ
と使用中ユーザデータは、定期的に格納されるか、差し迫ったアプリケーションシャット
ダウンの通知を受けたとき格納される。リスタート時、シャットダウン以前に展開されて
いたアプリケーションがあれば、そのアプリケーションは、アプリケーションごとに格納
されたアプリケーション設定値状態に従って再展開され、使用中ドキュメントまたは他の
データがあれば、これらは格納されたユーザデータに従って再展開される。本発明の実施
形態によれば、アプリケーション設定値状態の格納と再構築およびユーザデータの格納と
再構築は、別々に行なわれることがある。すなわち、シャットダウン以前のアプリケーシ
ョン状態とユーザデータが共にキャプチャされ、再構築されることもあれば、アプリケー
ション状態だけがリスタート時に自動的にキャプチャされ、再構築されることもあり、シ
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ャットダウン以前のユーザデータがあれば、別々に格納されたそのユーザデータに基づい
て手作業で、または自動的に再展開されることもある。
【００１４】
　以下の詳細説明では、その一部を構成する添付図面が参照され、そこでは特定の実施形
態または例が例示されている。これらの実施形態は組み合わされていることもあれば、他
の実施形態が利用されていることもあれば、本発明の精神または範囲から逸脱することな
く構造上の変更が行なわれていることもある。従って、以下の詳細説明は限定的意味に解
釈されるものではなく、本発明の範囲は請求項の記載およびその記載に相当するものによ
って明確化されている。
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の側面および例示コンピューティング動作環境について説
明するが、いくつかの図面では類似エレメントは類似参照符号を付けて示されている。図
１および以下の説明は、本発明を実現することが可能である適当なコンピューティング環
境を概要し、簡単に説明したものである。本発明は、パーソナルコンピュータ上のオペレ
ーティングシステムで稼動しているアプリケーションプログラムに関連して実行されるプ
ログラムモジュールの一般的コンテキストの中で説明されているが、この分野の当業者な
らば理解されるように、本発明は他のプログラムモジュールとの組み合わせで実現される
こともある。
【００１６】
　一般的に、プログラムモジュールには、特定のタスクを実行し、または特定の抽象デー
タ型を実現するルーチン、プログラム、コンポーネント、データ構造、およびその他のタ
イプの構造が含まれている。さらに、この分野の当業者ならば理解されるように、本発明
は他のコンピュータシステム構成で実施されることもあり、その中には、ハンドヘルドデ
バイス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースまたはプログラマブルコ
ンシューマエレクトロニクス、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータなどが含
まれている。本発明は、通信リンクを通してリンクされたリモート処理デバイスによって
タスクが実行されるような分散コンピューティング環境で実施されることもある。分散コ
ンピューティング環境では、プログラムモジュールはローカルとリモートの両方のメモリ
ストレージデバイスに置かれていることがある。
【００１７】
　本発明の実施形態は、コンピュータプロセス（方法）やコンピュータシステムとして実
現されていることも、コンピュータプログラムプロダクトやコンピュータ可読媒体のよう
な製造製品として実現されていることもある。コンピュータプログラムプロダクトは、コ
ンピュータシステムによって読み取り可能で、コンピュータプロセスを実行するための命
令からなるコンピュータプログラムを符号化しているコンピュータ記憶媒体であることが
ある。コンピュータプログラムプロダクトは、コンピューティングシステムによって読み
取り可能で、コンピュータプロセスを実行するための命令からなるコンピュータプログラ
ムを符号化している搬送波上の伝播信号であることもある。
【００１８】
　図１を参照して説明すると、本発明を実現する１つの例示システムは、コンピューティ
ングデバイス１００のようなコンピューティングデバイスを含んでいる。基本構成では、
コンピューティングデバイス１００は、少なくとも１つの処理ユニット１０２とシステム
メモリ１０４を装備しているのが典型的である。コンピューティングデバイスの正確な構
成とタイプに応じて、システムメモリ１０４は揮発性（ＲＡＭなど）であることも、不揮
発性（ＲＯＭ、フラッシュメモリなど）であることも、これらを任意に組み合わせたもの
であることもある。システムメモリ１０４は、本件特許出願人（Redmond、Washington在
）提供のWINDOWS（登録商標）オペレーティングシステムのように、ネットワーク接続パ
ーソナルコンピュータのオペレーションを制御するのに適したオペレーティングシステム
１０５を収めているのが代表的である。システムメモリ１０４は、１つまたは２つ以上の
ソフトウェアアプリケーション１０６を収めていることも、プログラムデータ１０７を収
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めていることもある。この基本構成は、これらのコンポーネントを破線１０８で囲んで図
１に示されている。
【００１９】
　本発明の実施形態によれば、アプリケーション１０６は、電子メールプログラム、カレ
ンダプログラム、インターネットブラウジングプログラムなどのような、多数のタイプの
ソフトウェアアプリケーションを含んでいることがある。このようなプログラムの一例と
して、本件特許出願人提供のOUTLOOK（登録商標）がある。アプリケーション１０６の中
には、いくつかの他のタイプのソフトウェアアプリケーションが含まれていることがあり
、その中には、他の多数のタイプの機能を提供する多機能ソフトウェアアプリケーション
が含まれている。このような多機能ソフトウェアアプリケーションには、ワードプロセシ
ングプログラム、表計算プログラム、スライドプレゼンテーションプログラム、データベ
ースプログラムなどのような、いくつかのプログラムモジュールが含まれていることがあ
る。このような多機能アプリケーションの一例として、本件特許出願人提供のOFFICE（商
標）がある。
【００２０】
　コンピューティングデバイス１００は、追加の特徴または機能を備えていることがある
。例えば、コンピューティングデバイス１００は、追加のデータストレージデバイス（取
り外し可能および/または取り外し不能）を装備していることもあり、そのようなものの
例として、磁気ディスク、光ディスクまたはテープがある。このような追加ストレージは
、取り外し可能ストレージ１０９と取り外し不能ストレージ１１０として図１に示されて
いる。コンピュータ記憶媒体には、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジ
ュールまたはその他のデータなどの情報を格納するためのなんらかの方法またはテクノロ
ジで実現されている揮発性および不揮発性の取り外し可能および取り外し不能媒体が含ま
れていることがある。システムメモリ１０４、取り外し可能ストレージ１０９および取り
外し不能ストレージ１１０はいずれもコンピュータ記憶媒体の例である。コンピュータ記
憶媒体には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリや他のメモリテクノロジ
、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ（digital versatile disk）や他の光ストレージ、磁気カセット
、磁気テープ、磁気ディスクストレージや他の磁気ストレージデバイス、または必要とす
る情報を格納するために使用可能で、コンピューティングデバイス１００によってアクセ
ス可能である他の如何なる媒体何でもが含まれているが、これらに限定されない。このよ
うなコンピュータ記憶媒体はいずれも、デバイス１００の一部になっていることがある。
コンピューティングデバイス１００は、キーボード、マウス、ペン、音声インプットデバ
イス、タッチインプットデバイスなどの、インプットデバイス１１２を備えていることも
ある。ディスプレイ、スピーカ、プリンタなどのアウトプットデバイス１１４を備えてい
ることもある。これらのデバイスはこの分野では周知であるので、これ以上詳しく説明す
ることは省略する。
【００２１】
　コンピューティングデバイス１００は、分散コンピューティング環境におけるネットワ
ーク、例えば、インターネットやイントラネットなどを利用してデバイスが他のコンピュ
ーティングデバイス１１８と通信するのを可能にする通信コネクション１１６を備えてい
ることもある。通信コネクション１１６は通信媒体の一例である。通信媒体は、搬送波や
他のトランスポートメカニズムなどの変調データ信号の中でコンピュータ可読命令、デー
タ構造、プログラムモジュール、または他のデータによって具現化されているのが代表的
であり、その中には、如何なる情報配信媒体何でもが含まれている。ここで「変調データ
信号（modulated data signal）」の用語は、信号の中で情報を符号化するような形でそ
の特性の１つまたは２つ以上がセットまたは変更されている信号を意味している。例を挙
げると、通信媒体には、ワイヤド（有線）ネットワークまたは直接ワイヤドコネクション
のようなワイヤド媒体、および音響、ＲＦ、赤外線および他のワイヤレス（無線）媒体の
ようなワイヤレス媒体が含まれているが、これらに限定されない。本明細書の中で用いら
れている「コンピュータ可読媒体（computer readable medium）」の用語には、記憶媒体
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と通信媒体の両方が含まれている。
【００２２】
　図２は、本発明の実施形態によるソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアアプリ
ケーションコンポーネントおよびオペレーティングシステム相互間の関係および作用関係
を示す簡略ブロック図である。本明細書に説明されているように、本発明の実施形態によ
れば、アプリケーション状態データおよびユーザデータは定期的におよび／または自動的
にメモリに格納され、予期しないアプリケーションシャットダウン後にアプリケーション
状態およびユーザデータが再構築されるようにしている。図２に示すように、アプリケー
ション１０６は如何なるソフトウェアアプリケーション何でも、例えば、アプリケーショ
ン状態および関連ユーザデータがアプリケーションシャットダウン以前に格納されていて
、その後のリスタート時にシャットダウン以前のアプリケーション状態およびユーザデー
タ状態が再構築されるようなワードプロセシングアプリケーション、スライドプレゼンテ
ーションアプリケーション、表計算アプリケーション、データベースアプリケーション、
カレンダアプリケーション、またはその他のアプリケーションを表わしている。
【００２３】
　アプリケーション設定値（application settings）２１０は、予期しないアプリケーシ
ョンシャットダウン以前の、あるアプリケーションに関連する１つまたは２つ以上のアプ
リケーション設定値を表わしている。例えば、アプリケーション設定値２１０には、アプ
リケーションディスプレイフレームの数と展開が含まれている。例えば、ワードプロセシ
ングアプリケーションは、そこにドキュメントが表示されるディスプレイフレームを有し
ていることがある。カレンダアプリケーションは、連絡先データ、電子メールデータ、タ
スクデータなどを表す１つまたは２つ以上のディスプレイフレームが、ユーザのコンピュ
ータのディスプレイスクリーン上に展開されていることがある。その他のアプリケーショ
ン設定値としては、展開されたアプリケーションディスプレイフレームのロケーション、
サイズおよび形状がある。さらに、アプリケーション設定値には、ユーザインタフェース
コンポーネントをユーザがカスタマイズしたもの、例えば、ツールバーやドロップダウン
メニューのような、ユーザインタフェースコンポーネントの中の個々の機能コントロール
の挿入、除外および／または展開が含まれている。その他のアプリケーション設定値状態
データとしては、あるアプリケーションディスプレイフレームの中のスクロールバーや他
のユーザインタフェースコンポーネントの位置のほかに、ユーザインタフェースコンポー
ネントの背景カラーのような、その他のアプリケーションディスプレイフレームのディス
プレイプロパティなどがある。
【００２４】
　以上の説明から当然に理解されるように、個々のユーザは種々の異なるソフトウェアア
プリケーションを同時に展開することがよくあり、またユーザは、アプリケーションディ
スプレイフレームおよび表示されたユーザインタフェースコンポーネントなどの、アプリ
ケーションコンポーネントを、さまざまのカストマイズしたロケーション、位置、サイズ
および向きで展開することがよくある。この分野の当業者ならば周知であるように、ある
アプリケーションのディスプレイフレーム、または複数の現在使用中アプリケーションの
ディスプレイフレームは、使用の優先順に従ってディスプレイスクリーン上にスタックさ
れていることがある。例えば、ユーザが現在ワードプロセシングアプリケーションユーザ
インタフェース、電子メールアプリケーションユーザインタフェースおよび表計算アプリ
ケーションユーザインタフェースを展開していた場合、現在選択されているアプリケーシ
ョンユーザインタフェースがディスプレイスクリーン上のアプリケーションディスプレイ
フレームに表示され、それぞれのアプリケーションディスプレイフレームの中の、他の現
在展開されているアプリケーションユーザインタフェースコンポーネントは、現在選択さ
れているアプリケーションユーザインタフェースおよび関連ディスプレイフレームの下の
位置に展開されることになる。
【００２５】
　本発明の実施形態によれば、現在使用中の各アプリケーション１０６は、それぞれのア
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プリケーションごとの現在のアプリケーション設定値を表すデータをメモリに格納する。
アプリケーション設定値の自動格納は、例えば、１０分ごと、５分ごと、１分ごと、とい
ったように定期的インターバルで行なわれるようにユーザのコントロールによって設定さ
れていることがある。別の方法として、例えば、１０分ごとといったように、デフォルト
のアプリケーション設定値格納インターバルが設定されることもある。スケジュールされ
た格納インターバルまたは周期で、使用中の各アプリケーション１０６は、表示されたア
プリケーションコンポーネントに関して数、形状、サイズ、位置、ユーザインタフェース
コンポーネント設定値とカストマイズ値、表示順序、およびその他のアプリケーション設
定値を自動的にメモリに格納する。
【００２６】
　代替的実施形態によれば、「クラッシュ」検出モジュールが使用されることがあり、そ
こでは、あるアプリケーションの予期しない差し迫ったシャットダウンが検出されると、
アプリケーション設定値が自動的にセーブされる。すなわち、アプリケーション設定値格
納インターバルが１０分後に設定されていても、あるアプリケーションがシャットダウン
することをアプリケーションクラッシュモジュールが検出すると、使用中の各アプリケー
ションに適用可能なアプリケーション設定値はそのシャットダウンが完了する前に即時に
自動的に格納されることがある。
【００２７】
　ユーザデータ２１５は、使用中アプリケーション１０６を通して現在展開されているユ
ーザデータを表わしている。例えば、ユーザデータには、ワードプロセシングドキュメン
ト、表計算アプリケーションデータ、スライドプレゼンテーションアプリケーションスラ
イド、ドローイングなど、および電子メールメッセージ、カレンダ情報、タスク情報など
を含む電子メールとカレンダ情報が含まれていることがある。すなわち、ユーザデータ２
１５は、使用中アプリケーション１０６を通して現在展開されていて、使用中アプリケー
ション１０６を通してレビュー中、操作中、編集中または他の目的に利用中のすべてのユ
ーザデータを表わしている。アプリケーション設定値２１５に関して上述したように、定
期的に、例えば、１０分ごとに、ユーザデータは自動的にメモリに格納され、予期しない
アプリケーションシャットダウン後にユーザデータが再構築されるようにしている。例え
ば、ユーザが雇用者に対するメモランダムを現在準備している場合、定期的に、例えば、
１０分ごとに、ユーザの編集、データ入力、またはデータに対する他の修正は、ユーザが
データに対する最近の変更を手作業でセーブすることに失敗している間にアプリケーショ
ンが予期せずにシャットダウンしたときに利用されることのあるドラフトバージョンのド
キュメントに自動的に格納される。アプリケーション設定値データに関して上述したよう
に、例えば、１０分ごとにユーザデータが定期的に格納されるほかに、電子メールとカレ
ンダデータを含むユーザデータは、下述するように、差し迫ったアプリケーションシャッ
トダウンが検出されたとき自動的に格納されることがある。
【００２８】
　本発明の実施形態によれば、電子カレンダアプリケーション１０６、例えば、本件特許
出願人提供のOUTLOOK（登録商標）を通して入力または編集されたカレンダ情報のために
、改良されたデータストレージおよびドラフトデータ機能が用意されている。この実施形
態によれば、アポイントメント、ミーティングリクエスト、タスク、連絡先、および他の
電子メールおよびカレンダアプリケーションデータなどの、カレンダ情報は、定期的にド
ラフトデータフォルダに格納され、予期しないアプリケーションシャットダウンが起った
ときデータが再構築されるようにしている。例えば、あるユーザが一人または二人以上の
同僚とのミーティングを確立するために電子ミーティングリクエストを、現在自分の電子
カレンダアプリケーション１０６に入力している場合、そのユーザが準備中の電子ミーテ
ィングリクエストは定期的にドラフトミーティングリクエストフォルダに格納され、予期
しないアプリケーションシャットダウン後にそのドラフトミーティングリクエストが再構
築されるようにしている。同様に、入力中または編集中のタスク、ノート、連絡先データ
、および他の電子メールおよびカレンダアプリケーションデータは、定期的にドラフトデ
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ータフォルダに格納され、これらのデータアイテムは、上記電子メールおよびカレンダア
プリケーションデータアイテムのいずれかを入力中および／または編集中に予期しないア
プリケーションシャットダウンが起った場合、再構築されるようにしている。
【００２９】
　引き続き図２を参照して説明すると、アプリケーション再構築モジュール２０５には、
予期しない（意図的または意図外の）アプリケーションシャットダウンのあと、格納され
たアプリケーション設定値とユーザデータを格納することを指示するための十分なコンピ
ュータ実行可能命令が含まれている。本発明の実施形態によれば、アプリケーション再構
築モジュール２０５は、アプリケーション設定値状態データとユーザデータを定期的にお
よび／または自動的に格納することを指示するためのソフトウェアアプリケーション命令
が各アプリケーション１０６と統合されていることを表わしている。代替的実施形態では
、アプリケーション再構築モジュール２０５は、アプリケーション設定値状態データとユ
ーザデータを自動的に格納することを指示するために、随時にまたは差し迫ったアプリケ
ーションシャットダウンの検出時に各使用中アプリケーションをコールする独立のソフト
ウェアアプリケーションとして動作することがある。
【００３０】
　本発明の実施形態によれば、アプリケーションリスタートは、オペレーティングシステ
ム１０５を含む、使用中の他のどのアプリケーションのリスタートからも、独立して行な
われることがある。すなわち、あるアプリケーション１０６、例えば、ワードプロセシン
グアプリケーションには、オペレーティングシステム１０５を含む、使用中の他のアプリ
ケーションが正常な動作条件の下で実行を続けている場合でも予期しないシャットダウン
が起ることがある。これとは別に、使用中アプリケーション１０６は、特に関連コンピュ
ータ１００のシャットダウンが起ったため、すべての使用中アプリケーションがシャット
ダウンしたとき、またはあるアプリケーション１０６のシャットダウンがオペレーティン
グシステム１０５を通して指示されたとき、オペレーティングシステム１０５と関連して
シャットダウンされ、リスタートされることがある。
【００３１】
　リスタートマネージャモジュール２２０は、１または２以上のアプリケーション１０６
のシャットダウンが起るようにスケジュールされているとき、あるアプリケーションのア
プリケーション設定値状態データおよびユーザデータを自動的に格納することを指示する
ためにオペレーティングシステム１０５と関連して利用されることがある。例えば、ある
組織のコンピュータシステムアドミニストレータが１つまたは２つ以上のアプリケーショ
ン１０６に対するソフトウェアパッチ（更新または他の修正）をロードすることを望んで
いる場合、リスタートマネージャモジュール２２０は、スケジュールされたアプリケーシ
ョンシャットダウンに先立って各使用中アプリケーション１０６をコールして、アプリケ
ーション設定値２１０とユーザデータ２１５を格納するように指示するために、システム
アドミニストレータによって利用されることがある。例えば、あるユーザは、種々のユー
ザデータを入力、編集またはその他の操作を行なうために１または２以上のアプリケーシ
ョン１０６を現在使用中のことがある。そのユーザが自分のコンピュータから離れている
間に、同じ組織のシステムアドミニストレータは、そのユーザが使用中のアプリケーショ
ン１０６に対してソフトウェア更新またはパッチをロードしたい場合がある。
【００３２】
　この分野の当業者ならば理解されるように、あるアプリケーション１０６に対するソフ
トウェアパッチや他の更新または修正をアップロードしたあとよく起ることは、そのソフ
トウェアパッチまたは他の更新を問題のアプリケーションと正しく統合するためにアプリ
ケーション１０６のシャットダウンとリスタートが要求されることである。ユーザが自分
のコンピュータから離れている間にシャットダウンとリスタートが行なわれたが、その間
にユーザがソフトウェアアプリケーションとユーザデータを現在展開していた場合は、ア
プリケーション状態とユーザデータはそのシャットダウンとリスタートのために失われる
ことがある。本発明の実施形態によれば、リスタートマネージャモジュール２２０は、ア
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プリケーション設定値状態データとユーザデータを定期的に格納する時間が経過していな
くても、例えば、自動データ格納サイクル間の１０分インターバルが経過していなくても
、シャットダウンとリスタートに先立ってアプリケーション設定値状態とユーザデータを
自動的に格納するように使用中アプリケーションに指示するためにシステムアドミニスト
レータによって利用されることがある。
【００３３】
　引き続き図２を参照して説明すると、メモリストレージ１０４は、本明細書に説明され
ているように、アプリケーション設定値状態データとユーザデータが格納されることのあ
るシステムメモリを表わしている。当然に理解されるように、メモリストレージ１０４は
、コンピュータ１００のシステムレジストリ、または本明細書に説明されているアプリケ
ーション設定値状態データとユーザデータを格納するために使用されることのある他の適
当なローカルまたはリモート記憶媒体を表わしている。
【００３４】
　以上図１と図２を参照して本発明の実施形態のための例示動作環境を説明してきたが、
図３は、アプリケーションシャットダウン以前にアプリケーション状態データとユーザデ
ータを格納するオペレーションを示すと共に、意図的または意図外のシャットダウン後に
アプリケーションを再構築するオペレーションを示す論理フロー図である。説明の便宜上
、例示ユーザが１または２以上のアプリケーションを実行していて、そのユーザが使用中
アプリケーション１０６のディスプレイフレームをさまざまなロケーション、向きおよび
サイズで展開し、そのユーザがユーザのデータを入力および／または編集するために１つ
または２つ以上のユーザデータアイテム、例えば、ワードプロセシングドキュメント、表
計算ドキュメント、スライドプレゼンテーションドキュメント、電子メールとカレンダデ
ータなどを展開していたものとする。
【００３５】
　論理フロー３００はスタートブロック３０５から開始し、アプリケーション実行ブロッ
ク３１０に進み、そこではユーザは、上述したように１または２以上のアプリケーション
１０６を現在実行し、利用している。判定オペレーション３１５において、あるアプリケ
ーションのオペレーションを、計画的アプリケーションシャットダウンとリスタートのた
めに中止させるかどうかの判断が行なわれる。上述したように、アプリケーション１０６
の１つおよび／またはオペレーティングシステム１０５に対するソフトウェアアプリケー
ションパッチをアップロードするために、またはなんらかの他の計画的シャットダウンの
ために、アプリケーション１０６および／またはオペレーションシステム１０５を計画的
条件の下でシャットダウンさせ、リスタートさせる場合には、リスタートマネージャモジ
ュール２２０は、シャットダウンとリスタートが行なわれることを使用中アプリケーショ
ン１０６とオペレーティングシステム１０５に通知することがある。
【００３６】
　計画的シャットダウンが行われる場合には、論理フローは自動セーブオペレーション３
３５に進み、リスタートマネージャモジュール２２０は、上述したようにユーザデータ２
１５のカレント状態を自動的にセーブするように各使用中アプリケーションに指示する。
例えば、ユーザがワードプロセシングアプリケーション、表計算アプリケーションを現在
編集中である場合、または電子メールおよびカレンダアプリケーションデータを入力し、
編集中である場合は、リスタートマネージャ２２０は、カレント状態にあるユーザデータ
を自動的にセーブするように関連アプリケーション１０６に指示し、アプリケーションが
リスタートされたあとそのデータがカレント状態に再構築されるようにする。さらに、上
述したように、ユーザによって入力中および／または編集中のデータに、ミーティングリ
クエスト、連絡先情報、アポイントメント情報、タスクまたはノート情報を含む電子カレ
ンダデータが含まれている場合には、関連の電子カレンダアプリケーション１０６は、上
述したようにそのデータのカレント状態を該当する記憶媒体１０４に自動的にセーブする
。
【００３７】
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　アプリケーション設定値セーブオペレーション３４０において、リスタートマネージャ
モジュール２２０は、上述したようにアプリケーション設定値２１０のカレント状態を自
動的にセーブするように各使用中アプリケーション１０６および／またはオペレーティン
グシステム１０５に指示する。例えば、表示されたユーザインタフェース、ディスプレイ
フレームまたはその他のアプリケーションコンポーネント（表示されたユーザインタフェ
ースコンポーネントおよびディスプレイフレームの形状、サイズ、ロケーションおよび向
きを含む）のカレント状態（ユーザインタフェースコンポーネント、例えば、ツールバー
、ボタン、コントロール、スクロールバーなどの状態を含む）は自動的に格納される。セ
ーブオペレーション３４５において、ユーザデータおよびアプリケーション設定値状態デ
ータはメモリ１０４に格納される。アプリケーションクローズオペレーション３５０にお
いて、使用中アプリケーション１０６および／またはオペレーションシステム１０５はシ
ャットダウンされる。
【００３８】
　判定オペレーション３１５に戻って説明すると、使用中アプリケーション１０６および
／またはオペレーティングシステムの計画的シャットダウンが行なわれない場合は、ルー
チンは自動セーブオペレーション３２０に進み、ユーザデータ２１５は、図２を参照して
上述したように、定期的に、例えば、１０分ごとに自動的に格納される。自動セーブオペ
レーション３２５において、如何なる使用中アプリケーション１０６何でもおよび／また
はオペレーティングシステム１０５のアプリケーション設定値状態データ２１０は、図２
を参照して上述したように、定期的に、例えば、１０分ごとに自動的に格納される。
【００３９】
　上述したように、ユーザデータとアプリケーション設定値状態データのどちらの場合も
、自動データ格納間のインターバルはユーザの入力によって変更されることもあれば、自
動データ格納間のインターバルはデフォルトで設定されることもある。また、アプリケー
ション設定値データの自動格納とユーザデータの自動格納は、相互に独立して行なわれる
こともある。例えば、アプリケーション設定値状態データは５分ごとに格納されることが
あり、ユーザデータは１０分ごとに格納されることがある。別の例として、自動セーブオ
ペレーション３２０において、ユーザデータの最後の自動セーブ以後にユーザデータの変
更が行なわれたかどうかの判断が行なわれることがある。ユーザデータの変更が行われて
いなかった場合は、ユーザデータの自動セーブは行なわれないはずである。他方、最後の
自動セーブサイクル以後にユーザデータの変更が行なわれていなかった場合でも、アプリ
ケーション設定値状態が変更されていることがあり、例えば、ユーザは、ディスプレイフ
レームをディスプレイスクリーン上のあるロケーションから別のロケーションに移動して
いることがある。このようなケースでは、アプリケーション設定値状態データの自動セー
ブはオペレーション３２５で要求されることになる。図２を参照して上述したように、ユ
ーザデータとアプリケーション設定値状態データの自動セーブは、通常の自動セーブイン
ターバルまたは周期外で行なわれることもあれば、アプリケーションシャットダウンがそ
れぞれのアプリケーション１０６および／またはオペレーティングシステム１０５によっ
て検出された場合には、アプリケーションシャットダウンの直前に行なわれることもある
。
【００４０】
　判定オペレーション３３０において、あるアプリケーションのオペレーションが計画外
アプリケーションシャットダウンのために中止されるかどうかの判断が行なわれる。使用
中アプリケーション１０６および／またはオペレーティングシステム１０５のシャットダ
ウンが行われない場合は、ルーチンはアプリケーション実行オペレーション３１０に戻り
、上述したように進められる。判定オペレーション３３０で計画外アプリケーションシャ
ットダウンが行なわれると判断された場合は、ルーチンはアプリケーションリスタートオ
ペレーション３３５に進む。当然に理解されるように、アプリケーションリスタートオペ
レーション３３５は、計画的シャットダウンに関して上述した計画的アプリケーションク
ロージングオペレーション３５０からも行なわれる。
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【００４１】
　アプリケーションリスタートオペレーション３３５において、使用中アプリケーション
１０６および／またはオペレーティングシステム１０５は、上述したように以前のシャッ
トダウン後に自動的にリスタートされる。設定値読み出しオペレーション（retrieve set
tings operation）３６０において、使用中アプリケーション１０６および／またはオペ
レーティングシステム１０５に対して格納されたアプリケーション設定値状態データは、
使用中アプリケーション１０６ごとにアプリケーション再構築モジュール２０５によって
メモリストレージ１０４から読み出される。当然に理解されるように、アプリケーション
シャットダウンが個別的アプリケーション１０６に対するものであった場合は、アプリケ
ーション再構築モジュール２０５はアプリケーション１０６のリスタート時に自動的に呼
び出されることがある。他方、アプリケーション再構築モジュール２０５は、特に計画的
アプリケーションシャットダウンの場合には、上述したようにリスタートマネージャモジ
ュール２２０の指示を受けて、それぞれの各使用中アプリケーション１０６のリスタート
を指示することがある。ユーザデータ読み出しオペレーション３６５において、各使用中
アプリケーション１０６について格納されたユーザデータがメモリストレージ１０４から
読み出される。
【００４２】
　オペレーション３７０において、使用中アプリケーション１０６および／またはオペレ
ーティングシステム１０５がリスタートされ、ユーザインタフェースコンポーネント、例
えば、アプリケーションディスプレイフレーム、ユーザインタフェースコンポーネント、
スクロールバー設定値などが、格納されたアプリケーション設定値状態データに従ってユ
ーザのコンピュータディスプレイスクリーンから表示されるように自動的にドローイング
される。すなわち、各ディスプレイフレームは以前のロケーション、以前のサイズに再ド
ローイングされ、シャットダウン以前に表示されていたユーザインタフェースコンポーネ
ントを、シャットダウン以前に格納されたアプリケーション設定値状態データに従って含
むようにドローイングされる。
【００４３】
　オペレーション３７５において、ユーザデータは、アプリケーションシャットダウン以
前にセーブされたユーザデータに従って表示されるようにドローイングされる。例えば、
ユーザがワードプロセシングドキュメントを編集中で、そのワードプロセシングドキュメ
ントのページ５が、ユーザデータがアプリケーションシャットダウン以前にセーブされた
時点で２つの特定ワード間に展開された編集挿入ポイントと共に表示されていた場合は、
そのドキュメントは、アプリケーションシャットダウン以前に最後にセーブされたユーザ
データに従って特定ページと編集挿入ポイントを含むようにドローイングされる。
【００４４】
　表示オペレーション３８０において、アプリケーションディスプレイフレーム、ユーザ
インタフェースおよびユーザデータがユーザのディスプレイスクリーンから表示され、ユ
ーザに起ったことは、アプリケーションシャットダウン以前に格納された最後のアプリケ
ーション設定値状態データおよびユーザデータに等しいポイントに再構築される。
【００４５】
　代替的実施形態によれば、アプリケーション設定値状態データとユーザデータは、ユー
ザのアクションによって格納されることがある。例えば、ユーザがいくつかのアプリケー
ションを使用中で、ディスプレイフレームがユーザの望み通りに編成されていて、ユーザ
がいくつかのユーザデータアイテム、例えば、ワードプロセシングドキュメント、表計算
ドキュメント、スライドプレゼンテーションドキュメントおよび種々の電子メールとカレ
ンダデータを現在編集中の場合、ユーザは、ユーザが自分のコンピュータから離れている
間に、例えば、休暇中の間にユーザがコンピュータと使用中アプリケーションを手作業で
シャットダウンできるようにアプリケーション設定値状態データとユーザデータのセーブ
を手作業で強行したい場合がある。
【００４６】
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　この実施形態によれば、ユーザはカレントアプリケーション設定値状態データと現在の
ユーザデータを選択的にセーブしたあとで、使用中アプリケーション１０６および／また
はオペレーティングシステム１０５を手作業でシャットダウンすることがある。ユーザが
そのあとでコンピュータをリスタートしたいときは、ユーザはアプリケーション１０６と
ユーザデータを、シャットダウン以前にユーザによって格納されていたアプリケーション
１０６の状態とユーザデータに選択的に戻すことができる。従って、ユーザは、アプリケ
ーションとユーザデータがユーザの意図的シャットダウン以前に表示されていたときのア
プリケーション設定値状態と表示されたユーザデータ状態に効率的にかつ自動的に戻るこ
とができる。一実施形態によれば、ユーザは、リスタートマネージャモジュール２２０を
通して計画的（意図的）シャットダウンとデータセーブオペレーションを実行することが
ある。ルーチンはオペレーション３９５で終了する。
【００４７】
　この分野の当業者ならば明らかであるように、本発明は、本発明の範囲または精神から
逸脱しない限り種々の改良または変更を行なうことが可能である。この分野の当業者なら
ば、本明細書に開示されている本発明の仕様と実施を考慮することにより本発明の他の実
施形態も自明である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】例示コンピューティング動作環境を示す図である。
【図２】ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアアプリケーションコンポーネント
およびコンピュータのオペレーティングシステム相互間の関係と作用関係を示す簡略ブロ
ック図である。
【図３】アプリケーションシャットダウン以前にアプリケーション状態データとユーザデ
ータを格納するプロセスを示し、意図的シャットダウンまたは意図外シャットダウン後に
アプリケーションを再構築するプロセスを示す論理フロー図である。
【図１】 【図２】
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